
令和７年度

公文書公開の実施状況について

尾　　鷲　　市



 １　公文書公開の実施状況（各課月別）
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会計課

政策調整課 1 1 1 1

財政課 2 2 1 1 1 1

総務課 1 1 1 1 1 1

税務課 1 1 1 1 1 1

防災危機管理課 1 1 1 1 1 1 2

市民サービス課 4 4 1 1 1 1

福祉保健課 1 1 1 1 1 1 1 3

環境課 1 1 2 1 1 1 1

建設課 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

水産農林課 2 1 3 1 1 1 1 3 3

商工観光課 1 1 2 1 1 3 3 1 1

計 3 15 1 19 1 3 4 2 3 5 7 1 8 1 2 1 4 6 5 1 12

議会事務局

教育委員会 2 2 1 2 3 4 4 1 1 2 1 1

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員事務局 1 1

農業委員会

固定資産評価審査委員会

3 3 1 2 3 4 4 1 1 2 1 1

水道部 1 1 1 1 2 3 3

総合病院

1 1 1 1 2 3 3

4 18 1 23 2 5 7 2 3 5 11 1 12 3 3 1 1 8 9 6 1 16

　また、複数課にまたがるものに関しては、重複して計上しています。

令和７年５月令和７年４月
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令和７年８月令和７年７月

計

令和７年９月令和７年６月

公
営
企
業

※公文書の公開請求に対して公開決定を行った件数であり、公文書公開請求書の枚数とは異なります。
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 １　公文書公開の実施状況（各課月別）
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1 1 5 5

1 1 1 2 3 2 5 7

1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 7

4 4 1 1 1 1 6 3 1 10

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 9 12

1 3 1 5

3 1 4

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 11 5 16

1 1 1 1 2 2 1 1 10 2 1 13

1 1 5 3 1 9

2 1 1 4 4 1 5 8 1 1 10 4 2 6 1 3 1 5 4 7 11 43 43 4 1 3 94

1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 13 9 22

1 1

1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 13 10 23

3 3 8 1 9

3 3 8 1 9

6 2 1 9 4 1 5 11 1 1 13 4 2 6 3 4 1 8 5 8 13 64 53 4 1 4 126

　また、複数課にまたがるものに関しては、重複して計上しています。

令和７年12月令和７年11月

※公文書の公開請求に対して公開決定を行った件数であり、公文書公開請求書の枚数とは異なります。

令和８年３月 計令和８年１月令和７年10月 令和８年２月
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公開 部分公開 非公開 不存在 計

市内個人 13 21 3 1 38

市内法人 31 1 0 0 32

市外個人 1 2 0 3 6

市外法人 8 3 0 0 11

計 53 27 3 4 87

　２　請求者・公開種別内訳表
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

1
向井・大曽根浦・行野浦地内量水器取
替修繕

向井・大曽根浦・行野浦地内量水器取替修繕　工事設計
書

水道部 公開 R7.4.3 R7.4.11 R7.4.15 写しの交付

2
学校、保育園にあてる設計業務や工事
費　予算書

取り下げ R7.4.8 公にされている資料のため取り下げ

3

請求内容1
三木里小学校を文化財として登録して
ほしいと要望した後、このことを検討
したか分かる議事録等
請求内容2
三木里コミュニティセンターを高台に
移転することについて話し合われたか
分かる議事録等

1.新庄市エコロジーガーデンの国登録有形文化財への登
録に関する情報提供について
・三木里事前復興まちづくり意見交換会について（三木
里小学校分のみ）
・第２回行政連携検討会議事録（要旨）
2.令和元年度　三木里地区会要望書について（回答）

市民サービス
課、生涯学習課

部分公開
尾鷲市情報公開
条例第８条第１
号

黒塗り箇所は、氏名を含んでおり個人に関する情報であって、
公開することにより特定の個人が識別され、又は識別され得る
ものであるため

R7.4.10 R7.5.9 R7.5.9 写しの交付
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

1.市長と○○○○氏が、縁戚情報所持
であるが、因果関係の開示
2.○○○○氏が福祉保健課課長時代と
考えるが、民生事業協会代表者○○○
○氏の理事長選任方法又、○○○○氏
の関与の有無、並びに補助金金額
3-1○○○○収入では物足りず、他の
収入を模索に便宜供与をしたのか
3-2ごみ焼却場を火力発電跡地誘致に
画策したのが○○○○氏なのか
4.国市浜公園を火力発電跡地誘致に画
策したのが○○○○氏なのか
5.市長及び○○○○氏が、大阪府枚方
市の清掃工場贈収賄事件を認知の有無
6.市長及び○○○○氏は、火力発電跡
地が埋め立て地、竣工昭和３７年１２
月３１日を認知し、液状化現象を容易
に予見できた地に国市浜・焼却場計画
の説明を求める又、「誤謬」と言わな
いで回答されたい
7.市長として尾鷲市の人口減少が甚だ
しい事につき、人口増加策を計画した
事と推察するが、その計画又は構想の
提示を求める
8.市長及び○○○○氏は、南海トラフ
地震時、中電跡地が海抜４m、御市ハ
ザードマップ明記で津波高１１mを認
知し、最近の気象庁発表津波高１７m
を知った上、計画実行したのか及び交
付金を受理したのか又

、人命軽視の計画と考えなかったのか
の回答を求める
9.市長は、資産公開で１期目退職手当
金約２千万円を計上せず、利息が、０
に近い普通預金として隠匿した可能性
疑義が生じているので、合理的な説明
が必要であり、求める
10.市長は、大阪自宅建物を資産公開
しているが、妻名義の土地を掲載せ
ず、共同担保提供妻との利益関係のあ
る土地の未掲載理由を市民への説明責
任があるのでこれを求める
11.市長並びに○○○○氏は、国市浜
公園施工業者選定方法及び発注金額を
求める
12.貴市は、公共工事が100％に近い
「くじ引き」発注形態採用を執ってい
るが、その「くじ引き」の定義及び説
明責任を求める
13.貴市は、国市浜公園の造成工事を
七宝建設に発注された件について問い
ます「くじ引き」で決められたので
しょうかご回答ください
14-1国市浜公園の交付金申請図書及び
使用目的に関する一見資料
14-2交付金受理に関する提出の条件書
及び省庁の決定通知書
14-3国市浜公園の造成工事施工図及び
積算書、監査結果及び事業実施上起用
報告書

15.他市では、「くじ引き」での発注
が0に近い、しかし、大阪在住の長い
市長として「くじ引き」選定の市長の
認識をご教授下さい
16.過去5年間の公共工事が実施された
事例及び入札方法情報を求める
17.市長は、慶大卒の博識者、能登半
島地震応援活動に基づき、三重県知事
の防災指導招集を受け、南海トラフ地
震が危惧される状態を如何に考えるの
かの説明を求める
18.1期目当選インタビューで前職を利
用して尾鷲水産物の売り上げ増進を図
ると述べたが、2期目終盤を迎え、ど
の程度伸ばしたのかの推移を表提示の
公開を求める
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2・決算書（令和元年度～令和５年度）
11・入札結果表
12・尾鷲市競争入札心得（建設工事及び測量設計業務委
託）
13・入札結果表（結果）
14-1・令和05年度社会資本整備総合交付金交付対象事業
の実施に関する計画の提出について
・令和05年度　社会資本整備総合交付金　交付対象事業
の実施に関する計画
・令和05年度社会資本整備総合交付金交付申請書
・交付申請書類一覧表
・令和05年度社会資本整備総合交付金調書
・令和05年度社会資本整備総合交付金交付対象事業の実
施に係る地方公共団体等別の内訳表の提出について
・令和05年度社会資本整備総合交付金交付対象事業の実
施に係る地方公共団体等別の内訳表
・交付対象事業の概要
・令和5年度補助事業箇所別表（交付申請）
・本工事費内訳表
・国市浜公園（社会資本整備総合交付金）
・位置図
・平面図
・現況写真
・事業計画工程表
14-2・社会資本整備総合交付金決定通知書
14-3・造成平面図
・横断図(1)～(7)
・雨水排水平面図
・自由勾配側溝縦断図
・雨水排水管縦断図(1)(2)
・雨水排水構造図(1)～(8)
・仮設工構造図
14-3・国市浜公園野球場造成工事　実施設計書
16・入札執行表（結果）（令和２年分～令和６年分）

市民サービス
課、福祉保健

課、環境課、防
災危機管理課、
政策調整課、建
設課、財政課、
生涯学習課、水

産農林課

R7.5.12 写しの交付部分公開

1.２民生事業協会代表者○○○○氏の理事長選任方法また、○
○○○氏の関与の有無、３－(１)～５、８～１０、１４(３)監
査結果及び事業実施上起用報告書、１５、１７、で請求のあっ
た件については、公文書として不存在のため。
6.「広報おわせ　２０１８年８月号」p２～３に記載されてお
り、市ホームページにて公にされているため今回の請求の対象
外。
7.「尾鷲市人口ビジョン」、「第２期尾鷲市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」、「第７次尾鷲市総合計画」に記載されてお
り、市ホームページにて公にされているため今回の請求の対象
外
19.「統計資料　尾鷲の漁業」に記載されており、市ホーム
ページにて公にされているため今回の請求の対象外

R7.4.11 R7.5.12
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

5

地方自治法第260条の2に基づき尾鷲市
が認可した認可地縁団体「曽根区」に
関し、設立許可における書類

1.認可地縁団体「曽根区」に関して、
尾鷲市が行った認可申請書及び添付書
類、又曽根町６３５番地１を現市長加
藤千速が認可した一件書類
2.「主たる事務所」の所在地に関し
て、貴市による調査結果関係書類一式
3.尾鷲市長が、当該団体の認可・更新
等に関する決裁文書
4.当該認可地縁団体に関する市の顧問
弁護士との協議・相談等が記録された
書面又は、経緯を証明する書面
5.市長が、通常ヘルメット未着用通勤
が、ヘルメット着用変化に驚愕した。

1～3地縁による団体の認可申請に伴う審査結果について
・認可申請書
・認可地縁団体曽根区規約
・認可地縁団体曾根区役員選挙規定
・平成２４年　曽根区定期総会議事録
・曽根区総会資料
・平成２４年　曽根区臨時総会議事録
・証明書
・承諾書
・地縁団体曽根区（仮称）会員名簿
・保有財産目録
・曽根区における地域的共同活動の実績
・曽根区区域図
・認可地縁団体の認可審査のチェック票
・告示文　尾鷲市告示第６９号

1.曽根町635番地1を現市長加藤千速が認可した一件書類
及び地縁による認可団体「曽根区」における事務所の所
在地の変更届けに伴う告示について
・告示事項変更届出書
・証明書
・書面決議集計表
・告示文　告示番号なし
・告示文　尾鷲市告示第１２号

市民サービス課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第８条第１
号

2，3.は、個人に関する情報であって、公開することにより特
定の個人が識別され、又は識別され得るものであるため。
4.については、行政運営に関する情報であって、市又は国等が
行う監査、検査、交渉、渉外、訴訟、その他事務事業に係る情
報であって、公開することにより、当該または将来の事務事業
の公正又は適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの
に該当するため非公開 とする。これらの情報は顧問弁護士と協
議のもとに作成した情報であり、公開することにより顧問弁護
士及び認可地縁団体曽根区との信頼関係に著しい支障が生じる
と判断した。
5については、公文書として不存在のため。

R7.4.11 R7.5.9 R7.5.9 写しの交付

6

クチスボダム右手300m上流の右法面で
1000㎡を超えている場合、提出済申請
書類一式
1.地質分析証明書
2.積込証明書
3.土を持っていくところがわかる証明
書
4.説明会についての書類
5.断面図・平面図
6.工事の開始日と終了日の目安が書か
れた書類

環境課 不存在 R7.4.16 R7.4.30 R7.4.30 写しの交付

7

伐採届書等書類一式
国道425線沿いきよら谷辺り

・伐採及び伐採後の造林の届出書（R４年3月作成分、R6
年11月作成分）
・伐採計画書
・造林計画書
・伐採及び集材に係るチェックリスト 水産農林課 公開 R7.4.18 R7.5.1 R7.5.13 写しの交付
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1.商工観光課から三木里地区（または
三木里観光協会）へ支払われる海岸清
掃費用（年後ごと）金額とその費用は
何を委託するための費用なのか詳細を
知りたい
2.建設土木課から三木里地区会（また
は三木観光協会）へ支払われる海岸清
掃費用の金額（年度ごと）とその費用
を何に委託するための費用なのか知り
たい
3.三木里地区会または三木里観光観光
協会から商工観光課、建設土木課に提
出された資料一式（清掃している写真
及びレポート）
4.三木里地区清掃業務について監査内
容

1.三木里地区観光トイレ清掃業務委託契約書（2023年～
2019年）・契約解除届（2022年）
2.三木里海岸・名柄海岸施設清掃業務委託契約書(2024
年、2023年)
・三木里港公衆便所清掃業務委託契約書(2021年、2020
年)
・三木里港港湾海岸清掃業務委託契約書(2024年、2023
年、2021年、2020年)
3.三木里地区観光トイレ清掃業務委託完了届（2023年、
2021年）
・三木里海岸・名柄海岸施設清掃業務委託報告書（支出
内訳・写真）(2024年、2023年)
・三木里港港湾海岸清掃業務委託報告書（支出内訳・写
真）(2024年、2023年、2021年、2020年)
4.監査調書(2024年分、2023年分)

商工観光課、建
設課、監査委員

事務局
部分公開 第８条第１号

1.の2024年分については、三木里地区観光協会と契約がなかっ
たため、公文書は不存在。
2.2022年分については、三木里地区観光協会と契約がなかった
ため、公文書は不存在。2019年分については、資料の保存年限
が経過したため、公文書は不存在 存。
3.の2024年分における商工観光課分及び、2022年分における建
設課分については、三木里地区観光協会と契約がなかったた
め、公文書は不存在。2019年分における建設課分は資料の保存
年限が経過したため、公文書は不存在。
4.の2024年分、2023年分において監査調書が公開の対象文書と
なっている。詳細については、「令和５年度　定期監査等結果
報告書」、「令和６年度　定期監査等結果報告書」に記載され
ており、市ホームページにて公にされているため今回の請求の
対象外。2019年～2022年分は該当箇所がなかったため、公文書
は不存在 存。

R7.4.17 R7.4.22 R7.4.25 写しの交付

9

伐採届書等書類一式
国道425号線沿い、きようら谷辺り
1000㎡以下の伐採申請

・伐採及び伐採後の造林の届出書（R4年3月作成分、R6年
11月作成分）
・伐採計画書
・造林計画書
・伐採及び集材に係るチェックリスト

水産農林課 公開 R7.4.17 R7.5.13 R7.5.13 写しの交付

6



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

11
令和2～6年までの入札執行表
各４部（公共工事のみ）

令和2～6年までの入札執行表 財政課 部分公開
令和７年の入札執行表は、公共物の公示の入札がまだ行われて
いないため不存在

R7.4.14 R7.4.28 R7.5.1 写しの交付

12
夢古道おわせに係る基本協定書・年度
協定書の写し（令和４年～令和６年
度）

・尾鷲市地域資源活用総合交流施設の管理に関する年度
協定書（令和４年度、５年度、６年度）
・尾鷲市地域資源活用総合交流施設の管理に関する基本
協定書

商工観光課 公開 R7.4.24 R7.4.24 R7.4.24 写しの交付

13

1.市庁舎耐震工事に係る契約書及び積
算書・実質施行業者名。
2.目的⇒何故100%くじ引きなのか
3.他市の入札は価格・技術評価などで
同点時に最終手段がくじ引きであるこ
のについての見解。
4.入札が何故くじ引きとしているかの
判断基準。
5.尾鷲市契約規則又は、入札要領での
「くじ引き」の明文化及び定義。
6.尾鷲市入札参加企業名・くじ引きに
至った理由の記録文書
7.「くじ引き」多数の為、同額応札が
恒常的である内部検討資料。（くじ引
きに至った経緯が分かる資料）
8.公平・公正な競争入札を粉わない理
由書。
9.入札公告・仕様書に「くじ引き」の
明文化資料。

1.契約書
・仮建設工事請負契約書（1回目～3回目）
・積算書、施行業者名
・見積書（1回目、2回目）
・工事設計仕訳書（3回目）

4.尾鷲市競争入札心得（建設工事及び測量設計業務委
託）

総務課、財政課 部分公開
条例第８条第１
号、２号

1. 仮建設工事請負契約書（２回目）の黒塗り箇所の主担当、
担当、製図は、氏名を含んでおり個人に関する情報であって、
公開することにより特定の個人が識別され、又は識別され得る
ものであるため。
１. 仮建設工事請負契約書（３回目）の黒塗り箇所の承認、主
担当、担当、製図は、氏名を含んでおり個人に関する情報で
あって、公開することにより特定の個人が識別され、又は識別
され得るものであるため。

１.工事設計仕訳書（３回目）の黒塗り箇所の単価、金額は、
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人
等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に
関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個
人の事業上の地位その他正当な利益が著しく損なわれると認め
られるもの（調査報告書類等における会社名等）を含むため。

２、３、５、６くじ引きに至った理由の規則文書及び、7～9で
請求のあった件については、公文書として不存在のため。
6.については尾鷲市入札参加企業名は以前公開した資料と同様
の公文書となり、請求者から同様の資料であれば交付が不要と
の申し出があったため、交付しない。

R7.5.14 R7.5.23 R7.5.26 写しの交付

10

1. 認可地縁団体曽根区（以下曽根
区）が、地方自治法・尾鷲市条例で市
民の不動産所持者を賛助構成員と決め
つけた差別行為改善の指導経過記録、
再入会拒否に対する市行政の見解及び
指導経過記録。
2. 賛助構成員と構成員が、同額の区
費を支払っているにも拘らず総会通知
および決算書未配布の差別扱いの改善
指導経過有無の回答。
3. 市条例、地方自治法で「公益法
人」とされる曽根区であるからして、
当然納税義務が発生のため、納税申告
の写し５期分の公開。
4. 曽根区が、１・２回目に提出した
認可申請図書一式の公開。
5. 認可に際し、市が行った確認・審
査記録の開示。
6. 認可決定通知書、審査過程のやり
取り記録の公開。
7.曽根区規約の構成員と賛助構成員の
定義、同和教育推進に際し、厳然の市
民に対する総会通知・決算書の未配布
が差別に該当か否か、また、指導意図
の確認書の回答。
8. 認可地縁団体曽根区の会計が不透
明の為、関係書類の開示。
9. 尾鷲市が公益法人認可地縁団体曽
根区に対し、納税義務存在と認識し、
前回請求に開示がなかった納税申告書
の写し及び行政指導または、助言等を
行った記録。
10. 尾鷲市が、曽根区規約に対して改
善見解を示した公文書の開示、特に賛
助構成員に対して会計書類の不交付を
正当とする見解の公文書開示、会計の
透明性に関わる見解。
11.曽根区の不法行為が明白にも拘わ
らず「取消しを行わない」とした根
拠。

4.1回目提出分
・認可申請書
・平成２４年曽根区定期総会議事録
・曽根区総会資料
・平成２４年曽根区臨時総会議事録
・証明書
・承諾書
・地縁団体　曽根区（仮称）会員名簿
・保有資産目録
・曽根区における地域的共同活動の実績
・認可地縁団体曽根区規約
・認可地縁団体曽根区　役員選挙規定
・曽根区区域図
2回目提出分
・告示事項変更届出書
・証明書
・書面決議集計表
5.
・認可地縁団体の認可審査のチェック票
請求内容6.1回目提出分
・地縁団体認可決定通知書
・告示文　尾鷲市告示第６９号
2回目提出分
・告示文　尾鷲市告示第１２号

市民サービス
課、税務課

部分公開
条例第８条第４

号

請求内容1、2、7、8、10,11については文書不存在
請求内容3,9については、条例第８条４号法令等の規定によ
り、公開することができないとされている情報のため

R7.4.14 R7.5.13 R7.5.13 写しの交付

7



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

14

三木里地内道路改良工事
当初設計分金入り
（総括情報表、設計内訳表、明細表、
施工単価表、運転単価表、単価表、単
価登録一覧表、諸経費計算表）

三木里地内道路改良工事　実施設計書 建設課 公開 R7.5.20 R7.5.22 R7.5.26 写しの交付

15

令和７年５月１５日に入札のあった尾
鷲中学校屋内運動場電源改修工事
金入設計書（CD-R）

尾鷲中学校屋内運動場電源改修工事　工事設計内訳書 教育総務課 公開 R7.5.20 R7.5.22 R7.5.27 写しの交付

16

長または教育委員会が契約者となり、
保険料（契約金額）が３万円以上の損
害保険証券（証券添付の特約書または
明細書も含む。）の写し及び担当課 総合生活保険（傷害補償）証券 生涯学習課 部分公開

条例第８条第１
項１号

保護すべき個人情報が含まれているため R7.5.26 R7.6.12 R7.6.12 写しの交付

17

1.国市松公園の事業に係り、強行する
理由を求める。
2.事業申請の申請名（交付金の名称）
及び交付金受理年月日
3.本事業に係る申請対象金額。
4.本事業の交付金額。
5.尾鷲民生事業協会の事業内容。
6.発足年月日
7.評議員の選任方法及び尾鷲民生事業
協会○○○○氏の選任方法
8.尾鷲市として尾鷲民生事業協会への
交付金又は補助金又は助成金金額（R2
～）

2.3.4
・交付金受入調書（令和４年度～６年度）
・社会資本整備総合交付金交付申請書（令和４年度～６
年度）
・社会資本整備総合交付金　交付対象事業の実施に関す
る計画（令和４年度～令和６年度）

8.
・決算書（令和２年度～５年度）

生涯学習課
福祉保健課

部分公開 請求内容1.5.6.7については文書不存在のため R7.5.30 R7.6.13 R7.6.13 写しの交付

18

伐採計画書等提出書類一切
別紙地図の通り

・伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採計画書
・造林計画書
・伐採及び集材に係るチェックリスト
・参考図面

水産農林課 部分公開 条例第８条１号 保護すべき個人情報が含まれているため R7.6.4 R7.6.17 R7.6.17 写しの交付

19

市が保有する最新の全エリアの地番参
考図電子データ（地理空間情報）
GISで利用したい為、Shapeファイル形
式又はGeoJSON形式のもの

最新の全エリアの地番参考図電子データ（地理空間情
報）Shapeファイル

税務課 公開 R7.6.11 R7.6.19 R7.6.19 データの公布

20

1.認可地縁団体曽根区の「主たる事務
所」所在地曽根町６３２番地の認可申
請書、地図、写真、地番等々一式の写
し。
2.認可地縁団体曽根区「主たる事務
所」所在地曽根町６３５番地１の認可
申請書、認可証の写し。
3.申請受理で法人格の認可をした根拠
及び理由書。
4.認可地縁団体曽根区の財産目録及び
構成員名簿の開示。（令和３年度～６
年度分）

1.認可地縁団体曽根区の「主たる事務所」所在地曽根町
６３２番地の認可申請書の写し
・認可申請書
・平成２４年　曽根区定期総会議事録
・曽根区総会資料
・平成２４年　曽根区臨時総会議事録
・証明書
・承諾書
・地縁団体曽根区（仮称）会員名簿
・保有財産目録
・曽根区における地域的共同活動の実績
・認可地縁団体曽根区規約
・認可地縁団体曾根区役員選挙規定
・曽根区区域図

2.告示事項変更届出書
・証明書
・書面決議集計表
・告示文　尾鷲市告示第１２号

市民サービス課 部分公開

1.4については文書不存在のため

1.2の黒塗り箇所は、保護すべき個人情報が含まれているため

3については、地方自治法第二編　普通地方公共団体　第十六
章　補足　第二百六十条の二に記載されており、公にされてい
るため対象外

R7.6.16 R7.6.30 R7.6.30 写しの交付

21

1.海洋深層水事業企業立地（名柄地
区）に関する協定書
2.海洋深層水事業の中止となった場合
の返還額試算

協定書 商工観光課 部分公開
海洋深層水事業の中止となった場合の返還額試算については文
書不存在のため

R7.6.16 R7.6.20 R7.6.20 写しの交付

22

市内各所舗装工事　設計書の内訳（金
入り）

市内各所舗装工事　実施設計書

建設課 公開 R7.6.24 R7.6.30 R7.6.30 写しの交付

8



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

23

尾鷲市内の地番が示された地図（地図
の種類や名称、精度は問わない）で、
2024年中の登記異動反映済のShape
データ。字界、字名、家屋の位置形状
（家屋番号もあれば含む）、コード表
記読替えの情報もあれば対象とする。

・地図現況図データのファイル
・家屋データの内、家屋形状のファイル

税務課 公開 R7.7.4 R7.7.18 R7.7.18 データの交付

24

尾鷲中学校給食センター給湯設備改修
工事
金入り設計書

尾鷲市学校給食センター給湯設備改修工事　工事設計仕
訳書 教育総務課 公開 R7.7.7 R7.7.14 R7.7.14 写しの交付

25

矢浜小学校１階トイレ改修工事
金額入り仕様書

矢浜小学校１階トイレ改修工事　工事設計仕訳書

教育総務課 公開 R7.7.8 R7.7.14 R7.7.14 写しの交付

26

矢浜小学校１階トイレ改修工事
設計書の内訳（金入り）

矢浜小学校１階トイレ改修工事　工事設計仕訳書

教育総務課 公開 R7.7.11 R7.7.17 R7.7.17 写しの交付

27

尾鷲市が管理している浄化槽について
全て（R6年度）
点検記録、清掃記録票、１１条検査

クリンクルセンター分・清掃工場分
・浄化槽法定検査結果書（第11条）
・11条法定検査結果の速報
・浄化槽清掃報告書
・浄化槽保守点検報告書

環境課 部分公開 条例第８条１号

黒塗り箇所については、個人に関する情報であって、公開する
ことにより特定の個人が識別され、又は識別され得るものを含
むため。クリーンセンターの点検記録、清掃記録票、１１条検
査については公文書として不存在のため。

R7.7.18 R7.8.4 R7.8.7
閲覧後、写し

の交付

28

1.アクアステーションデッキ床下地改
修工事金入り設計書一式(図面除く)
2.尾鷲市役所水産農林課空調設備改修
工事
3.尾鷲市学校給食センター給湯設備改
修工事
4.九鬼中学校旧教員住宅解体工事

1.アクアステーション　デッキ床下地改修工事　工事設
計仕訳書
2.尾鷲市役所水産農林課空調設備改修工事　工事設計仕
訳書
3.尾鷲市学校給食センター給湯設備改修工事　工事設計
仕訳書
4.九鬼中学校旧教員住宅解体工事　工事設計仕訳書

商工観光課
総務課

教育総務課
公開 R7.7.23 R7.8.6 R7.8.6 データの交付

29

1.三木里海岸の清掃委託業務契約書
2.駐車場などの契約書類
3.海水浴場開場期間と通年のもの

1.三木里海岸・名柄海岸清掃業務委託契約書
2.三木里海水浴場駐車場管理業務契約書
3.尾鷲市三木里海水浴場連絡員業務委託契約書

商工観光課
建設課

公開 R7.7.24 R7.8.6 R7.8.6 写しの交付

30

林道大根須賀利線改良工事
設計書（金入り）

・林道大根須賀利線改良工事（変更）実施設計書

水産農林課 公開 R7.7.25 R7.8.5 R7.8.5 データの交付

31

1.尾鷲市地域資源活用総合交流施設光
熱費
2.高騰対策助成金支給規則の制定書面
の写し
3.尾鷲市地域資源活用総合交流施設の
設置及び管理に関する条例の写し

・尾鷲市地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関
する条例
・尾鷲市地域資源活用総合交流施設光熱水費高騰対策助
成金支給規則の制定書面 商工観光課 公開 R7.7.30 R7.7.31 R7.7.31 写しの交付

32

賀田地内配水管布設替工事
（令和7年度）金入設計書

・賀田地内配水管布設替工事　実施設計書

水道部 公開 R7.8.18 R7.8.20 R7.8.20 データの交付
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

34

八鬼山第二橋整備工事(R７年度)
金入り設計書

・R7年度　八鬼山第二橋整備工事　実施設計書

生涯学習課 公開 R7.8.19 R7.8.20 R7.8.26 写しの交付

35

水道料金の徴収形態
・口座振替
・窓口納付
・集金
・コンビニ納付
・銀行・郵便局納付
・直近の実数と比率

水道部 不存在 R7.8.21 R7.8.27 R7.8.27 写しの交付

36
令和7年度の非常食アルファ米の入札
結果 取り下げ R7.8.22 写しの交付

公にされている資料のため取り下げ

37

海洋深層水事業企業立地（名柄地区）
に関する協定書の写し

・協定書(海洋深層水事業企画立地(名柄地区)に関する協
定書)

商工観光課 公開 R7.8.25 R7.8.28 R7.8.29 写しの交付

38

とちのもり保育園遊具設置工事 ・とちのもり保育園遊具設置工事　工事設計仕訳書

福祉保健課 公開 R7.9.4 R7.9.11 R7.9.12 写しの交付

39

尾鷲みどりの基金事業　林道白浜谷線
舗装工事　金額入り工事設計書
積算根拠

・尾鷲みどりの基金事業　林道白浜谷線舗装工事　設計
書

水産農林課 公開 R7.9.9 R7.9.10 R7.9.16 写しの交付

1.市長の1期・2期の任期満了に伴い支
給された退職手当に関する文書(作成
された支給決定通知書、支払額明細
書、会計支出命令書、支出伝票一式)
2.国市松公園整備について
⑴計画書、設計図書一式、及び事業実
施報告書
⑵契約書および契約金明細書
⑶国または県に対する交付金申請書及
び交付決定通知書
3.東紀州広域ごみ処理施設整備につい
て
⑴基本計画書、環境影響評価書、及び
事業実施報告書
⑵契約書及び契約金額明細書
⑶国または県に対する交付金申請書及
び交付決定通知書

1.支出命令書
2.令和０４年度社会資本整備総合交付金交付対象事業の
実施に関する計画の提出について
・国市浜公園整備に伴う地質調査業務委託　委託業務設
計書　金入り
・国市浜公園整備に伴う測量・基本設計・実施設計業務
委託　委託業務設計書　金入り
・国市浜公園整備に伴う積算業務委託　委託業務設計書
金入り
・国市浜公園野球場造成工事　実施設計書　金入り
・令和５年度　工事執行状況一覧表
・国市浜公園整備に伴う地質調査業務委託　契約書、変
更契約書
・国市浜公園整備に伴う測量・基本設計・実施設計業務
委託　契約書、変更契約書①、変更契約書②
・国市浜公園整備に伴う積算業務委託　契約書、変更契
約書
・国市浜公園野球場造成工事　契約書、変更契約書①、
変更契約書②
　・令和０４年度社会資本整備総合交付金交付申請書
　・社会資本整備総合交付金交付決定通知書

総務課
環境課

生涯学習課
部分公開

尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

1.の公開文書の黒塗り箇所については、個人に関する情報で
あって、公開することにより特定の個人が識別され、又は識別
され得るものを含むため。また、法人その他の団体に関する情
報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、事業上の地
位その他正当な利益が著しく損なわれるものを含むため。

3.については請求内容に関する文書については他機関が所管し
ているため当市においては不存在のため。

R7.8.19 R7.9.10 R7.9.11 写しの交付33

10



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

40

新型コロナウイルスが接種された年月
日から、本開示請求までにおける接種
者、未接種者のすべて(特例臨時接種
まででもいいので下記項目の開示を
CSV形式で希望する)
①生年月日(または抽出時点の年齢)
②性別
③死亡している場合の死亡日
④転出している場合の転出日
⑤転入している場合の転入日
⑥すべての新型コロナウイルス接種日
とロット番号、メーカー、接種回数

・R3-R5年度新型コロナワクチン（特例臨時接種）接種者
名簿
・R3-R5年度新型コロナワクチン（特例臨時接種）見接種
者名簿

福祉保健課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。

R7.9.6 R7.12.26 R7.12.26 写しの交付

41

市内のコロナワクチン接種後、健康被
害救済制度一覧と副反応被害報告一覧
(接種開始から現在まで)
①性別・生年月日・抽出時年齢・メー
カー・ロットナンバー
②接種回数・接種日・発生日・症状・
死亡日

福祉保健課 不存在 R7.9.6 R7.12.26 R7.12.26 写しの交付

42

賀田地内配水管敷設替工事
金入り設計書

・賀田地内配水管敷設替工事　実施設計書

水道部 公開 R7.9.10 R7.9.10 R4.9.16 写しの交付

43

名柄地内配水管敷設替工事
金入り設計書

・名柄地内配水管敷設替工事　実施設計書

水道部 公開 R7.9.10 R7.9.10 R7.9.16 写しの交付

44

尾鷲市津波避難タワー設計業務委託
入札結果調書ほか

尾鷲市津波避難タワー設計業務委託
・入札執行表
・業務委託設計仕訳書

防災危機管理課 公開 R7.9.17 R7.9.24 R7.9.29 データの交付
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

写しの交付

１、少子高齢化、いわゆる人口減少対策に関する計画について
は「尾鷲市人口ビジョン」、「第２期尾鷲市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」、「第７次尾鷲市総合計画」に記載されてい
る。また、「第２期尾鷲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
の実施状況報告については、決算額を含めて毎年度「尾鷲市地
方創生会議」において報告している。いずれも市ホームページ
において公にされているため、今回の請求の対象外。
３、（３）については「尾鷲市競争入札心得」、（５）につい
ては入札公告、入札結果が、それぞれ市ホームページで公にさ
れているため、今回の請求の対象外。
（１）、（２）、（４）、（６）については、公文書として不
存在のため。
４、（２）～（３）についてはで市ホームページにおいて公に
されているため、今回の請求の対象外。※（２）の意思決定過
程の会議録、液状化検討議事録については行政常任委員会会議
録にて掲載されている います。
（１）、（４）～（８）については、公文書として不存在。※
（７）避難計画関連文書については（３）で記載したとおり避
難計画が市ホームページ上にて公開している。
５については、公文書として不存在のため。

R7.9.22 R7.10.15 R7.10.1545

1.尾鷲市における少子高齢化対策に関
する計画、実施事業報告、関連予算書
類一式
2.企業誘致に関する施策資料に関する
計画、実施事業報告書(令和2年以降す
べて)
3.地方自治法施行令に違反の公共工事
においてに競争入札ではなく「くじ引
き」を採用した事例に関する資料一式
(採用の定義、根拠および理由)
⑴他市では尾鷲市と真逆で競争入札が
主であり、「くじ引き」は稀である。
⑵地方自治法施行令第167条の10第2項
「落札者を決定することができない時
は」くじ引きと定義されている。しか
し、市は異なっているため、定義理由
を求める。
⑶「競争入札」を避けるため、「くじ
引き」が恒常的に用いられており、法
の趣旨違反として監査対象となるた
め、「くじ引き」採用の関連文書の公
開を求める。
⑷入札価格同額での応札結果および割
合の文書を請求する。
⑸尾鷲市における公共工事の入札広
告・落札者の決定方法の記録・入札調
書等。
⑹尾鷲市が法律違反を故意になしてい
る根拠の文書公開。
4.南海トラフ地震防災対策に関する計
画、事業関連資料一式(国市松公園整
備関連資料、交付金支出明細、ハザー
ドマップ関連文書を含む)
⑴中電跡地利用の国市松公園の強硬実
施の根拠及び理由の公文書の請求
⑵当該事業の意思決定過程に関する議
事録、意思決定過程の資料一式、交付
金の使途内訳、液状化検討協議事禄
⑶ハザードマップおよび避難計画関連
文書
⑷当該地は埋立てが昭和37年7月31
日、液状化現象の認識有無の関係資料
⑸当該値は海抜4ｍ、ハザードマップ
では津波高11ｍ以上もありうると明記
されている
⑹直近の気象庁発表では津波高17ｍと
していることの認識および対策議事録
一式
⑺尾鷲市津波チャッチフレーズは「逃
げるが勝ち」気象庁発表では、地震発
生時津波到達時刻4分と勧告、津波到
達時間の検討資料、避難計画関連文書
一式
⑻三重県一見勝之知事が市町村長を招
集して能登半島沖地震の説明を受け、
尾鷲市が採用している防災対策の公文
書請求
5.認可地縁団体の地方自治法に定める
不正手段使用の認可取り消しについて
の回答を求める
⑴他市では地方自治法に基づき直ちに
調査し、許可の取り消しを明言してい
る
⑵尾鷲市は市民サービス課○○○○課
長時代に存在していた。現在、削除理
由の公文書の公開を求める
⑶尾鷲市が法治国家とする文章の公開
⑷尾鷲市とは現在係争中であるが、
「火を見るより明らか」な不正を隠蔽
する真意にかかる文書の公開
⑸ランダム選択の他市が取り消し見解
を公表している関連行政、香芝・豊
川・豊田・吉野町・新宮・津・平郡・
碧南市

・おわせSEAモデル協議会総会資料（2020年度～2024年
度）
・ADジャパン株式会社 企業立地に関する基本協定締結式
資料
・令和６年度工事執行状況一覧表（令和６年度交付金
分）
・令和６年度工事執行状況一覧表（令和５年度交付金
分）
・令和５年度工事執行状況一覧表（令和４年度交付金
分）

政策調整課
財政課

防災危機管理課
市民サービス課
生涯学習課

部分公開
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

46

宮ノ後西山田ノ上線舗装工事
金額入り工事設計書(当初)　積算根拠

・宮ノ後西山田ノ上線舗装工事　実施設計書

建設課 公開 R7.9.22 R7.9.24 R7.9.29 写しの交付

47

令和7年度水産供給基盤機能保全事業
九木漁港機能保全工事その5（金入り
設計書）

・令和７年度　水産物供給基盤機能保全事業
九木漁港機能保全工事その５　実施設計書

水産農林課 公開 R7.9.22 R7.9.26 R7.10.1 写しの交付

48

令和7年度水産物供給基盤機能保全事
業　久木漁港機能保全工事その5(金入
り設計書一式)

・令和７年度　水産物供給基盤機能保全事業
九木漁港機能保全工事その５　実施設計書

水産農林課 公開 R7.9.22 R7.9.26 R7.10.1 写しの交付

49

名柄地内配水管布設替工事（令和7年
度）(CD-R)

・名柄地内配水管布設替工事　実施設計書

水道部 公開 R7.9.24 R7.9.26 R7.9.30 写しの交付

50
曽根地内配水管布設替工事（令和7年
度）（金入り設計書）(CD-R)

・曽根地内配水管布設替工事　実施設計書
水道部 公開 R7.10.6 R7.10.6 R7.10.10 写しの交付

51

曽根地内配水管布設替工事（令和7年
度）（金入り設計書）

・曽根地内配水管布設替工事　実施設計書

水道部 公開 R7.10.6 R7.10.6 R7.10.10 写しの交付

52

向井地内道路改良工事（金入り設計
書）

・向井地内道路改良工事　実施設計書

建設課 公開 R7.10.7 R7.10.10 R7.10.10 写しの交付

53
林道八十谷線橋梁長寿命化修繕工事 ・農山漁村地域整備交付金事業

林道八十谷線橋梁長寿命化修繕工事　実施設計書 水産農林課 公開 R7.10.7 R7.10.15 R7.10.15 写しの交付

54
曽根地内配水管布設替工事（金入り設
計書）

・曽根地内配水管布設替工事　実施設計書
水道部 公開 R7.10.7 R7.10.15 R7.10.15 写しの交付

55

(尾鷲市)全域土地地番図
令和７年(2025年)１月以降最新の
shapeファイル形式(ポリゴンデータと
コード評議があれば提供を希望する)
CD公開を希望

補足資料（記号の変換先が分かる資
料）

・令和７年（２０２５年）１月現在最新の尾鷲市全域の
地図データ（Shapeデータ）
・コード表

税務課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第１２条第
１項

補足資料は公文書として不存在のため。

R7.10.6 R7.10.22 R7.10.22 データの交付

56

公共施設「尾鷲小学校」(三重県尾鷲
市中村町4-58)に関する設計図書一式
(建築設計図、構造図、意匠図、仕上
表、外講図等)および工事概要図、仕
様書、監理報告書等。特に外壁および
構造体の納まりに関する部分の図面
(立面図、断面図、詳細図)を写しとし
て希望する。

・尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に伴う改築及び
補強工事　入札時　意匠、竣工図

教育委員会 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1項
第1号

・監理報告書については、公文書は不存在のため。
・公開文書の黒塗り箇所について
（尾鷲市情報公開条例第8条第1項第1号）
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。

R7.10.14 R7.11.13 R7.11.18 写しの交付

57

1.認可地縁団体「曽根区」の名寄帳
(原本写し)の交付
2.名寄帳に635番地1の建物が明記され
ている課税調書及び家屋評価証明を求
める
3.同上建築物が登記されていない理由
を求める。

税務課 非公開
尾鷲市情報公開
条例第８条第４
号

・地方税法第２２条の事務上知り得た秘密に該当することから
非公開

R7.10.16 R7.10.30 R7.10.30 写しの交付
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 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

58

1.尾鷲文化振興会決算(令和6年度)
2.尾鷲市民文化会館の管理運営に関す
る基本協定書
3.市民文化会館指定管理者募集要項
(令和５年度)
4.尾鷲市民文化会館清掃作業計画(報
告)書(令和７年３月分)

1.令和６年度事業報告及び決算書
2.尾鷲市民文化会館の管理運営に関する基本協定書
3.尾鷲市民文化会館指定管理者募集要項
4.尾鷲市民文化会館清掃作業計画（報告）書

生涯学習課 公開 R7.10.30 R7.11.4 R7.11.4 写しの交付

59

北浦児童公園トイレ整備工事
設計書の内訳(金入り)

・北浦児童公園トイレ整備工事　工事設計仕訳書

建設課 公開 R7.11.4 R7.11.11 R7.11.11 写しの交付

60

尾鷲市税務課が保有する、公文書の認
可地縁団体「曽根区」の名寄帳
1.上記名寄帳の非公開決定処分(尾鷲
1081－1号・2号)についてその非公開
理由を具体的に明示した回答を求める
2.非公開理由として条例第8条第12項
第4号(個人に関する情報)を適用した
場合、当該文書は法人格を有する認可
地縁団体に関する情報であり個人情報
に該当しないと考える
3.本請求は、認可地縁団体「曽根区」
の名寄帳の開示を求めたものであり、
非公開理由の具体的理由及び説明責任
の履行を求める。
4.なお、当該同名名寄帳は、現在係争
中の民事訴訟(令和7年(行ウ)第16号)
において、被告が乙1号証として提出
している文書である。

税務課 非公開
尾鷲市情報公開
条例第８条第４
号

・地方税法第２２条の事務上知り得た秘密に該当することから
非公開。

R7.11.12 R7.11.26 R7.11.26 写しの交付

61

対応時点で最新の尾鷲市全域の住居表
示台帳(shapeまたはPDF)の提供(CD-R)

・尾鷲市内住居表示区域地図データ
政策調整課

市民サービス課
公開 R7.11.19 R7.12.24 R7.12.24 写しの交付

62

北浦児童公園トイレ整備工事
金入り仕様書

・北浦児童公園トイレ整備工事　工事設計仕訳書

建設課 公開 R7.11.27 R7.12.5 R7.12.5 写しの交付

63

1.中井町津波避難施設設計に伴う既存
建築物解体工事
2.旧賀田小学校教員住宅解体工事
3.矢浜津波避難施設建設に伴う既存建
築物解体工事
4.旧須賀利小学校教員住宅解体工事
令和7年度の上記工事の金入設計書
(CD-R)

1.中井町津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事
工事設計仕訳書
2.旧賀田小学校教員住宅解体工事　工事設計仕訳書
3.矢浜津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事　工
事設計仕訳書
4.旧須賀利小学校教員住宅解体工事　工事設計仕訳書

防災危機管理課
教育総務課

公開 R7.12.11 R7.12.24 R7.12.24 写しの交付

64
宮ノ後西山田ノ上線舗装工事
金入り工事設計書(変1)　積算根拠

・宮ノ後西山田ノ上線舗装工事　実施設計書 建設課 公開 R7.12.11 R7.12.17 R7.12.17 写しの交付

65
夢古道おわせにおける入れ墨入浴に関
する要望書全て

・刺青・タトゥーの取り扱いについて（起案書） 商工観光課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

・公開文書の黒塗り箇所について
（尾鷲市情報公開条例第8条第1号）
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。

R7.12.15 R7.12.17 R7.12.17 写しの交付

66

中井町津波避難施設建設に伴う既存建
築物解体工事　金入り設計書

・中井町津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事
工事設計仕訳書

防災危機管理課 公開 R7.12.15 R7.12.17 R7.12.15 写しの交付

14



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

67

SEAモデル構想(中部電力跡地埋め立て
におけるスポーツ広場整備事業)につ
いて公開請求をする。
1.交付金申請図書一式(申請書文書・
添付書類すべて)
2.事業計画書(用途説明・立地選定理
由・安全性・防災上の検討書類）
3.津波・浸水・地盤に関する検討資料
(市独自資料・外部委託報告書・参考
にした想定資料)
4.国・県との協議書(照会文書・回答
書・メールおよび議事録)
5.交付決定通知書(決定理由書・合議
文書)
6.庁内決裁文書(起案書・決裁書・合
議文書)
7.当該事業にかかる工事・設計・測量
等に関する契約書及び施工業者の選定
方法に関する文書一式

令和7年12月26日づけで、請求対象の文書の特定に時間を
要したため、決定期間内に決定することが困難となっ
た。
1.2.
･計画及び交付申請書一式
2.3.
･津波、浸水、地盤等に関する検討資料一式
4.
･交付金要望資料一式
5.
･交付決定通知書一式
6.
･各資料の起案文書として添付
7.
･契約書、入札結果表等一式

政策調整課
建設課

生涯学習課
公開 R7.12.17 R7.1.15 R7.1.19 写しの交付

68

令和7年11月26日付(尾総第1152号)に
おいて非公開とされた認可地縁団体
「曽根区」に係る「名寄帳」(同団体
を納税義務者または資産保有者として
記載した固定資産税課税事務において
作成・保有されているもの一式)

税務課 非公開
尾鷲市情報公開
条例第８条第４
号

地方税法第２２条の事務上知り得た秘密に該当することから非
公開

R7.12.17 R7.12.24 R7.12.24 写しの交付

69

矢浜津波避難施設建設に伴う既存建築
物解体工事(金入り設計内訳書)

・矢浜津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事　工
事設計仕訳書

防災危機管理課 公開 R7.12.17 R7.12.22 R7.12.22 写しの交付

70

1.矢浜津波避難施設建設に伴う既存建
築物解体工事(金入り設計内訳書)
2.中井町津波避難施設建設に伴う既存
建築物解体工事　(金入り設計書)
3.旧賀田小学校教員住宅解体工事（金
入り設計書）
4.旧須賀利小学校教員住宅解体工事
（金入り設計書）

1.矢浜津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事　工
事設計仕訳書
2.中井町津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事
工事設計仕訳書
3.旧賀田小学校教員住宅解体工事　工事設計仕訳書
4.旧須賀利小学校教員住宅解体工事　工事設計仕訳書

防災危機管理課
教育総務課

公開 R7.12.22 R7.12.24 R7.12.24 写しの交付

71

尾鷲みどりの基金事業　林道主ケ谷線
道路改良工事（金入り設計内訳書）

・尾鷲みどりの基金事業　林道主ヶ谷線道路改良工事
設計書

水産農林課 公開 R7.12.23 R7.12.25 R7.12.25 写しの交付

72

令和7年12月ごろに行われた矢浜2丁目
(別添、地図参照)の市道の承認工事に
ついて、以下に関する一切の書類
①道路工事施工承認申請書(位置図、
見取図、現況図、計画図、公図等添付
書類を含む)
②上記申請書に対する承認書(添付書
類を含む)
③上記承認にかかる意思決定の過程が
分かる文書(根拠法令、許可基準等含
む)
③本件承認工事に関する問い合わせ、
打合せ地等の記録

・承認書
・道路工事施工承認申請書

建設課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

・「本件承認工事に関する問い合わせ、打ち合わせ等の記録」
につきましては、公文書として不存在のため
・公開文書の黒塗り箇所について
（尾鷲市情報公開条例第8条第1号）
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。

R8.1.6 R8.1.15 R8.1.16 写しの交付

73

九木漁港、梶賀漁港、早田漁港の漁港
台帳及び、機能保全計画策定資料の一
部

・九木漁港台帳
・梶賀漁港台帳
・早田漁港台帳

水産農林課 公開 R8.1.8 R8.1.9 R8.1.9 写しの交付

74

尾鷲みどりの基金事業　林道白浜谷線
舗装工事　金額入り工事設計書(変1)
積算根拠

・尾鷲みどりの基金事業　林道白浜谷線舗装工事　設計
書（変更）

水産農林課 公開 R8.1.27 R8.2.4 R8.2.4 写しの交付

75

直近の認可地縁団体「曽根区」の規約
1部

・認可地縁団体曽根区規約

市民サービス課 公開 R8.1.28 R8.1.29 R8.1.29 写しの交付

15



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

76

中井町津波避難施設建設に伴う既存建
築物解体工事　金入り設計書

・中井町津波避難施設建設に伴う既存建築物解体工事
工事設計仕訳書

防災危機管理課 公開 R8.1.30 R8.2.4 R8.2.4 写しの交付

16



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

77

認可地縁団体「曽根区」の認可申請時
(第一回申請)図書に提出された申請書
類一式(資産目録・規約・申請添付書
類含む)、ならびにその後、提出され
た地縁団体台帳及び事務所変更に関す
る届出書類(添付書類を含む)一式

・認可申請書一式
・告示事項変更届出書一式

市民サービス課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。

R8.1.28 R8.2.3 R8.2.3 写しの交付

78

認可地縁団体「曽根区」の認可および
告示事項変更(事務所所在地の使用権
限を含む）に関し、尾鷲市が作成また
は取得したすべての行政文書の公開を
請求する
以下の文書を請求する
①起案書
②決裁文書
③審査記録
④復命書
⑤協議資料
⑥検討資料
⑦内部照会文書
⑧担当職員が作成したメモ等の記録
⑨認可通知書
⑩告示文
⑪受理決定に関する記録
⑫補正指示の記録
⑬不備対応記録
⑭法令適合性の確認資料
　

nb 市民サービス課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を
除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
・④復命書、⑤協議資料、⑥検討資料、⑦内部照会文書、⑧担
当職員が作成したメモ等の記録、⑪受理決定に関する記録、⑫
補正指示の記録、⑬不備対応記録、⑭法令適合性の確認資料に
ついては、公文書として不存在のため。

R8.2.9 R8.2.20 R8.2.20 写しの交付

79

曽根漁港港湾施設における産業廃棄物
に関し、尾鷲市が作成、取得または保
有する一切の公文書(電磁的記録を含
む)を求める。
①苦情受付記録
②通報記録
③復命書
④現地調査報告書
⑤行政指導記録
⑥是正指示に関する文書
⑦関係機関および港湾管理者との協議
記録
⑧内部検討資料
⑨決裁文書
⑩対応方針を記録した文書
対象期間：令和4年4月11日以降現在ま
で作成または取得した文書。
文書が不存在である場合は、その理由
および当該文書の探索範囲・方法がわ
かる記録の提示を求める。

水産農林課 不存在
公文書不存在通知書
「曽根漁港港湾施設における産業廃棄物に関し、尾鷲市が作
成、取得または保有する一切の公文書」については公文書とし
て不存在のため。

R8.2.9 R8.2.20 R8.2.20 写しの交付

80

矢浜跨線橋維持修繕工事金入り設計書
(当初)　積算根拠

・矢浜跨線橋維持修繕工事　実施設計書

建設課 公開 R8.2.24 R8.2.25 R8.2.26 写しの交付

81

三木小学校校舎耐震診断報告書一式
三木里小学校校舎耐震診断報告書一式

三木小学校校舎耐震診断報告書一式
三木里小学校校舎耐震診断報告書一式 教育総務課 公開 R8.2.27 R8.3.3 R8.3.3 写しの交付

17



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

〇請求内容１－⑥
法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人
等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に
関する情報であって、公開することにより、当該法人又は個人
の事業上の地位その他正当な利益が著しく損なわれれると認め
られるものであるため。
〇請求内容２・３・４
いずれも市ホームページにおいて公にされているため、今回の
請求の対象外のため。

R8.2.12 R8.3.17 R8.3.17 写しの交付82

1.多目的スポーツ公園国市浜公園の工
事概要・契約書・地質調査データ等、
現に保有する公文書一切
①工事設計図書
②仕様書
③契約書
④入札関係書類
⑤地質調査報告書
⑥測量結果
⑦事業計画書
⑧その他本事業に関して作成または取
得した公文書一切(電磁的記録含む)
2.第7次総合計画に関連し、6度の大災
害の経験から南海トラフ地震に関する
被害想定、危険性評価、防災対策、避
難計画その他これらに関連して作成ま
たは取得し、現に保有する公文書一切
(会議資料・検討資料、報告書等、尾
鷲市が作成または取得した内部資料の
公文書の一切(電磁的記録含む))
3.「第2期総合戦略」の実施計画、進
捗管理資料、評価資料、予算資料、会
議資料を含む。
4.住みたいまち・住み続けたいまちお
わせの上記同一資料

政策調整課
建設課

生涯学習課
部分公開

尾鷲市情報公開
条例第8条第2号

１－①・②
　・国市浜公園整備に伴う地質調査業務委託　委託業務
設計書　一式
　・国市浜公園整備に伴う測量・基本設計・実施設計業
務委託　委託業務設計書　一式
　・国市浜公園整備に伴う積算業務委託　委託業務設計
書
　・国市浜公園野球場造成工事　実施設計書
　・国市浜公園野球場建設工事監督支援業務委託　委託
業務設計書　一式
　・国市浜公園野球場建設工事監理業務委託　業務委託設
計仕訳書
　・国市浜公園法面等整備工事　実施設計書
　・国市浜公園野球場建設工事　設計書　一式
　・国市浜公園設計業務委託　委託業務設計書
　・国市浜公園工事積算業務委託　委託業務設計書
１－③
　・国市浜公園整備に伴う地質調査業務委託　契約書
　・国市浜公園整備に伴う測量・基本設計・実施設計業
務委託　契約書
　・国市浜公園整備に伴う積算業務委託　契約書
　・国市浜公園野球場造成工事　契約書
　・国市浜公園野球場建設工事監督支援業務委託　契約
書
　・国市浜公園野球場建設工事監理業務委託　契約書
　・国市浜公園法面等整備工事　契約書
　・国市浜公園野球場建設工事　仮建設工事請負契約書
一式
　・国市浜公園設計業務委託　契約書
　・国市浜公園工事積算業務委託　契約書
１－④
　・国市浜公園整備に伴う地質調査業務委託　入札結果
表
　・国市浜公園整備に伴う測量・基本設計・実施設計業
務委託　入札結果表
　・見積徴取（生涯学習課　国市浜公園整備に伴う積算
業務委託）　起案書
　・国市浜公園野球場造成工事　入札結果表
　・国市浜公園野球場建設工事監督支援業務委託　入札
結果表
　・国市浜公園野球場建設工事監理業務委託　入札結果表
　・国市浜公園法面等整備工事　入札結果表
　・国市浜公園野球場建設工事　入札結果表
　・国市浜公園設計業務委託　入札結果表
　・国市浜公園工事積算業務委託　入札結果表
１－⑤
　・地質調査関係書類一式
１－⑦
　・事業計画関係書類一式
１－⑧
　・社会資本整備総合交付金関係書類一式
　・社会課題対応型都市公園機能向上促進事業関係書類
一式
　・繰越翌債調書関係書類一式（社会資本整備総合交付
金　都市公園・緑地等事業　国市浜公園）
　・社会資本整備総合交付金事業実績報告書関係書類一
式
　・社会資本整備総合交付金請求書関係書類一式
　・社会資本整備総合計画に係る実施状況調査関係書類
一式
　・要素事業の完了予定期日変更報告書関係書類一式
　・社会資本整備総合交付金要望のヒアリング関係書類
一式

18



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

83

1.市政70周年(令和6年度)に際して作
成された施政方針、基本構想、記念事
業計画書、内部検討資料及びそれらに
関する起案文書、決裁文書一式
2.令和3年4月1日以降、尾鷲市におい
て入札における落札者決定方法として
くじ引き方式を採用することを決定し
た際の起案文書、決定文書、要綱、実
施基準、会議禄および内部検討資料一
式
3.令和3年4月1日以降において、一般
競争入札を採用せず、指名競争入札そ
の他の方式を採用した案件に関する起
案文書、決裁文書、理由説明資料及び
関連内部資料一式。
4.実施された尾鷲市庁舎耐震工事に関
する入札広告、入札参加資格審査資
料、指名選定理由書、評価調書、起案
文書、決裁文書及び契約締結にいたる
までの一切の文書
5.尾鷲市建設課○○○○課長及び元市
民生活課課長○○○○課長の初任時に
おける課長級への任命事辞令書の写
し。
本請求は、尾鷲市の行政運営及び入札
制度の適正性並びに市政運営の透明性
を確認する目的で行うものである。

請求1
尾鷲市市制施行70周年記念事業一覧
尾鷲市市制70周年記念事業計画策定委員会報告書
尾鷲市制70周年記念事業計画策定委員会報告書
市制70周年記念事業　市長打合せ
尾鷲市制施行70周年記念事業計画策定WGからの第1回事業
提案書について（報告）
請求2
尾鷲市競争入札心得（物品・物件等）
尾鷲市競争入札心得（建設工事及び測量設計業務委託）
請求4
入札公告
参加資格審査資料
プロポーザル審査講評
プロポーザル二次審査結果
落札結果通知
負担行為
請求5
辞令

総務課
財政課

部分公開 請求3については、くじ引き以外の工事入札結果を情報提供 R8.3.2 R8.3.30 R8.3.30 写しの交付

84

尾鷲市文化会館指定管理者の申請にお
ける、事業者の提案についての公文書

・指定管理者指定申請書
・申請者の概要
・事業計画書
・収支予算書 生涯学習課 公開 R8.2.27 R8.3.6 R8.3.6 写しの交付

85

尾鷲市建設課○○○○課長に関する次
の公文書
１．採用時の採用試験の実施に関する
文書（採用試験実施要項・採用試験結
果・合格者一覧・採用決定文書等）
２．採用時から現在までの人事異動履
歴が記載された文書（辞令書・人事発
令簿・人事記録カード等）
３．建設課長への任命に関する文書
（任命辞令・任命決裁文書等）
４．該当職員の昇任に関する人事評価
または人事考課に関する文書
５．尾鷲市市制７０周年事業に関して
作成された職員配置が記載された文書
（担当部署・担当職員配置表・組織体
制が分かる資料）
６．当該職員の採用年度における尾鷲
市職員採用試験に関する文書（採用試
験実施要項・合格者一覧表・採用決定
に関する決裁文書・採用辞令）

請求内容１．６
平成７年４月１日職員採用内定について
平成６年度採用内定職員名簿
市職員採用試験の結果について（通知）
尾鷲市職員採用について
平成６年度尾鷲市職員採用候補者受験内容
請求内容２
職員台帳
請求内容３
令和３年度退職者辞令及び令和４年度定期人事異動辞令
について
請求内容５
市制施行７０周年記念式典係員名簿及び業務内容 総務課 部分公開

尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

請求内容１．２．６
尾鷲市情報公開条例第８条第１号　個人に関する情報に該当す
るため。
請求内容３
本件情報公開請求の対象ではないため。
請求内容４
尾鷲市情報公開条例第８条第１号　個人に関する情報に該当す
るため。

R8.3.9 R8.3.30 R8.3.30 写しの交付

19



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

86

社会資本整備総合交付金を財源として
実施された国市浜公園事業に関する次
の公文書公開
１．当該事業に係る社会資本整備総合
交付金の申請書・事業計画書・交付決
定通知書
２．当該事業について国および三重県
に提出した説明資料・報告資料
３．当該地の地質・地盤に関して尾鷲
市が委託した地質調査報告書および関
連資料
４．当該事業の計画または設計に関す
る基本計画書。設計書・設計説明書
５．当該事業の防災または津波対策に
関して検討した資料（津波浸水想定・
ハザードマップに関する検討資料を含
む）
６．尾鷲市が作成または使用している
津波ハザードマップ作成の根拠資料）
７．当該地の埋め立てに関して尾鷲市
が保有する資料（昭和３７年７月３１
日埋め立て竣工に関する資料）
８．上記１～７に関連して作成された
協議記録・会議録・決裁文書

請求４
基本計画書
請求５
社会資本整備総合交付金を財源として実施された国市浜
公園事業の防災又は津波対策に関して検討した資料一式
請求６
尾鷲市ハザードマップ作成業務仕様書

政策調整課
建設課

生涯学習課
防災危機管理課

部分公開
請求１、２、３については、本人確認の上以前の公開請求と重
複するため不要とした。
請求７については不存在のため。

R8.3.9 R8.4.6 R8.4.6 写しの交付

87

社会資本整備総合交付金を財源として実
施された国市浜公園事業に関する次の公
文書公開
１、国市浜公園整備事業の計画決定およ
び事業実施に係る起案文書、回議書、決
裁文書、事業計画書、事業説明資料、事
業評価資料、費用対効果分析資料その他
意思決定過程が分かる文書一式
２、国市浜公園整備事業に係る国庫補助
金（社会資本整備総合交付金等）に関す
る交付申請書、交付決定通知書、交付条
件、事業採択申請書、事業評価調書、事
業報告書および国・三重県との協議文書
一式
３、国市浜公園整備事業に関して字視さ
れた津波浸水想定、高潮、液状化等の災
害リスク評価、地質調査、液状化対策工
事に関する調査資料、検討資料、設計資
料、施工資料および報告書一式
４、国市浜公園整備事業に関して実施さ
れた庁内会議、住民説明会、議会説明会
に関する資料、議事録及び配布資料一式
５、尾鷲市ハザードマップ作成の根拠と
なった津波想定高、津波到達時間および
災害想定に関する資料
６、中部電力跡地利用に伴う公有水面埋
立て工事の竣工年月日が分かる資料（竣
工検査書。完成図書、工事完成届等）
７、尾鷲市史年表に記載された過去の風
水害について、尾鷲市が地域防災計画、
都市計画または総合計画において検討し
た会議資料、検討資料および報告書

１　国市浜公園整備事業の計画決定および事業実施に係
る起案文書、回議書、決裁文書、事業計画書、事業説明
資料、事業評価資料、費用対効果分析資料その他意思決
定過程が分かる文書一式
２　国市浜公園整備事業に係る国庫補助金（社会資本整
備総合交付金等）に関する交付申請書、交付決定通知
書、交付条件、事業採択申請書、事業評価調書、事業報
告書および国・三重県との協議文書一式
３　国市浜公園整備事業に関して実施された津波浸水想
定、高潮、液状化等の災害リスク評価、地質調査、液状
化対策工事に関する調査資料、検討資料、設計資料、施
工資料および報告書一式
４　国市浜公園整備事業に関して実施された庁内会議、
住民説明会、議会説明会に関する資料、議事録及び配布
資料一式

市長公室
建設課

文化・スポーツ
振興課

防災危機管理課
総務人事課

部分公開 請求５、６、７について、不存在。 R8.3.23 R8.4.20 R8.4.27 写しの交付

88

認可地縁団体「曽根区」に係る公文書
公開請求
１．地縁団体台帳
２．認可申請書
３．区域図
４．構成員名簿
５．認可地縁団体「曽根区」の許可に
係る起案文書、回議書、決裁文書その
他の意思決定過程が分かる文書一式。
６．認可申請に際して提出された規約
および総会議事録
７．平成２４年認可以降、尾鷲市が保
有する認可地縁団体「曽根区」の総会
議事録一式。

１　地縁団体台帳
２、４、５、６ 地縁による団体の認可申請に伴う審査結
果について
３　曽根区区域図
７　平成２７年度曽根区定期総会議事録

市民サービス課 部分公開
尾鷲市情報公開
条例第8条第1号

・公開文書の黒塗り箇所について
　（尾鷲市情報公開条例第８条第１号）
個人に関する情報（事業を含む個人の当該事業に関する情報を
除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しく
は記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一
切の事項をいう。）により特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別
することができないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。

R8.3.23 R8.4.6 R8.4.6 写しの交付

20



 ３　公文書公開請求の内容及び処理状況

整理
番号

請求の内容 開示した文書
実施機関及び主

管課
決定内容

根拠規定
(情報公開条例)

非公開・部分公開等理由 請求年月日 決定年月日 実施年月日 公開方法 備　考

89

一般または指名競争入札により発注
し、2015から2024年度の間に契約した
工事および工事関連委託業務を除くす
べての調達契約（例えば、物品購入、
賃貸借並びに工事関連以外の委託業務
等）について、契約年度、案件名、入
札日、すべての入札者名とその入札金
額（税抜）、落札者の名称と、予定価
格（税抜）、最低制限価格（税抜）が
記された行政文書を、機械判別が容易
な電磁的記録の形式での開示を求め
る。情報の厳密な正確性までは問わな
い。
不存在による部分開示及び不開示決定
処分には、具体的な理由を不開示決定
通知書等に記載することが必要である
ことは、行政手続法第８条及び最判平
成4年12月10日に示されていることで
ある。したがって、不存在に至った場
合はその経緯や理由（例えば保存期間
満了による廃棄であれば廃棄年月日な
ど）を決定通知書に必ず明記するこ
と。その他、必要な事項は別紙を参照
されたい。

尾鷲市が一般または指名競争入札により発注し、2015か
ら2024年度の間に契約した工事及び工事関連委託業務を
除くすべての調達契約について、契約年度、案件名、入
札日、すべての入札者名とその入札金額（税抜）、落札
者の名称と、予定価格（税抜）、調査基準価格（税
抜）、最低制限価格（税抜）が記された行政文書

会計課
学校教育課
環境課

議会事務局
教育総務課
建設課
財政課

市長公室
市民サービス課
商工観光課
水産農林課
水道部
税務課

総務人事課
総合病院

福祉保健課
文化スポーツ振

興課
防災危機管理課

公開 R8.3.23 R8.4.6 R8.4.20 データの交付

90

令和８年１月１日現在
町界シェープデータ　ポリゴン（地番
図整備区域）
筆界シェープデータ　ポリゴン（地番
図整備区域）
地番シェープデータ　ポイント（地番
図整備区域）
データ定義書

町界シェープデータ
筆界シェープデータ
地番シェープデータ

税務課 公開 R8.3.23 R8.4.6 R8.4.6 データの交付

91

元市民サービス課○○○○課長に関す
る公文書の公開請求
１　津地方裁判所における加藤千速に
係る訴訟に関連して、○○○○課長お
よび○○○○係長が出張した事実に関
する以下の文書一式
①出張命令書　②出張伺　③復命書
④旅費申請書　⑤日程表　⑥その他出
張の経緯が分かる一切の文書
２　○○○○課長の人事異動に関し、
令和４年４月から令和８年４月までの
以下の文書一式
①市民サービス課長への任命（辞令
書）　②商業観光課への移動（辞令
書）　③人事異動内示書　④人事異動
理由書　⑤人事異動に関する起案文書
及び決裁文書一式
３　上記各事項に関する起案文書、決
裁文書、回議書、内部検討資料一式
４　国市浜公園整備事業における東邦
治水株式会社の地質調査に関する資料
一式（全１３頁）

１
出張命令書
第１回口頭弁論（事件番号：令和７年（ワ）第１５０
号）の傍聴に係る復命について
第１回口頭弁論（事件番号：令和７年（行ウ）第１６
号）の傍聴に係る復命について

２

市民サービス課
総務課（総務人

事課）
建設課

生涯学習課（文
化・スポーツ振

興課）

公開 R8.3.31 R8.4.14 R8.4.14 写しの交付
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却　下 棄　却 認　容 一部認容

件　数 0 0 0 0 0 0 0 0

審理中

　４　不服申立ての状況

処理状況
不服申立て

件数
処理件数

決　　　　　　定

取下げ
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